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埼玉県環境整備センター会計年度任用職員募集要項
（廃棄物埋立監視業務）

　次のとおり会計年度任用職員（廃棄物埋立監視業務）を募集します。

１　職務内容

（１）廃棄物運搬車両の計量等廃棄物受入

２　応募資格

（１）年齢、性別、学歴は問いません。

（２）国籍は問いません。

（２）受入廃棄物検査（受付時の廃棄物運搬車両目視検査、埋立地での廃棄物展開検査）

（３）

ただし、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。

　（令和８年３月３１日現在見込みを含む。）

地方公務員法第16条に該当する人（次のいずれかに該当する人）は受験できません。

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく
なるまでの人

・埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

３　求める人材

　「心身ともに健康」かつ「普通自動車第１種運転免許」を有する人。

計量器、洗車機等の点検、場内の巡視点検等

（４）業務日誌の作成、視察者対応など

ア 廃棄物の計量業務（「産業廃棄物管理票」に係る業務を含む。）

イ 廃棄物の展開検査業務

会計年度任用職員５人で担当します。

　また、次のいずれかの実務経験を１年以上有する人。



４ 人

円 ～ 円 円 ～

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

（１）任用期間

勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることがあります。

（２）勤務日数・勤務時間

４　採用予定者数

５　勤務条件

※　勤務日の割り振りは、所長が指定します。

（３）休日

原則、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～翌年１月３日）です。

（４）休暇

週５日・週２９時間

午前９時００分～午後４時００分（６時間勤務）

午前９時００分～午後３時００分（５時間勤務）

※　休憩時間：正午～午後１時（６０分）

週のうち４日

週のうち１日

（６）諸手当

期末手当：報酬月額に期別支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た額

採用初年度は年次休暇１０日。その他は県の規定によります。

（５）報酬

※　報酬は学歴・経験を考慮の上、決定します。

月額： 171,300 202,400 （時間給： 1,363 円）1,611



（７）交通費

別途支給（県の規定によります。）

埼玉県環境整備センター（所在地：大里郡寄居町大字三ケ山３６８）

※　「５　勤務条件」は採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合、その定め
　るところにより変更します。

※　令和８年度予算の成立状況等によっては、勤務条件の変更や採用が取消となる場合
　があります。

６　応募について

（１）応募は令和８年１月２０日（火）【必着】までに下記担当あてに本募集要項に添付

※　通勤距離が片道２km未満の場合等には支給されません。

（８）社会保険

健康保険（共済）、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり

※　加入条件を満たす場合に限ります。

（９）勤務地

（５）持参される場合の受付時間は平日午前８時３０分から正午、午後１時から午後５

 している履歴書（写真貼付）及び身上書に必要事項を記入の上、提出してください。

※　第２次審査の面接の日程調整は電話で行いますので、履歴書には平日昼間に
　連絡が確実にとれる電話番号を記載してください。

（２）提出は郵送又は持参となります。

（３）封筒の表面には「会計年度任用職員（廃棄物埋立監視業務）応募書類」と朱書きし

 裏面に御自身の住所、氏名を記載してください。

（４）郵送される場合、簡易書留等によらない場合の事故は、責任を負いません。



※

 時１５分までです。

埼玉県環境整備センターは、廃棄物を埋め立て処分する最終処分場です。

令和８年３月中旬に、結果を第２次審査の受験者全員に通知します。

８　応募書類の提出及び問合せ先

担　当：埼玉県環境整備センター 小林、戸森

所在地：〒３６９－１２２３　大里郡寄居町大字三ケ山３６８

電　話：０４８－５８１－４０７０

第１次審査合格者を対象に第２次審査（面接）を埼玉県環境整備センター管理棟

 ２階会議室で令和８年１月２８日（水）に実施する予定です。

（審査対象者多数の場合は別日程で調整させていただく場合があります。）

日時、場所など詳細は令和８年１月２３日（金）までに案内を発送します。

（３）選考結果

７　選考方法等について

（１）第１次審査

応募書類による選考を行います。（応募書類は返却いたしません。）

（２）第２次審査


